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個人情報ファイル簿（単票）    【課名・係名】町民課・戸籍環境係、地域振興課・総合窓口係 

個人情報ファイルの名称 戸籍簿・除籍簿・改製原戸籍 

行政機関等の名称 氷川町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
町民課、地域振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
戸籍法に基づく届書受理後の戸籍の記載、戸籍証明書類の発行

等 

記録項目 

1 本籍・国籍、2 氏名、3 生年月日、4 性別、5 続柄、6 身分事

項、7住所 

記録範囲 氷川町に本籍を有する者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、他市町村からの通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）氷川町総務課 

（所在地）〒869-4814 八代郡氷川町島地 642 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

1～5 の各記録項目の内容については、戸籍法第 113 条及び同法 

第 114 条に基づき訂正請求ができる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２６日 
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個人情報ファイル簿（単票）     【課名・係名】町民課・戸籍環境係、地域振興課・総合窓口係 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳 

行政機関等の名称 氷川町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
町民課、地域振興課 

個人情報ファイルの利用目的 住民に関する記録の適正な管理を図るため 

記録項目 

1 氏名、2生年月日、3性別、4住所、5世帯主、6続柄、7住民

となった日、8住定日、9届出日、10 前住所、11 本籍地、12 筆

頭者、13 行政区、14 住民票コード、15 個人番号、16 世帯番号、

17 宛名番号、18 在留カード番号、19 特別永住者証明書番号 

記録範囲 町内に住所を有する者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）氷川町総務課 

（所在地）〒869-4814 八代郡氷川町島地 642 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
住民基本台帳法第 14 条第 1項及び第 2項 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】町民課・戸籍環境係 

個人情報ファイルの名称 人口動態調査票データ 

行政機関等の名称 氷川町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
町民課 

個人情報ファイルの利用目的 
出生・死亡・死産・婚姻・離婚の実態を明らかにするために実

施する、統計法で定める国の基幹統計調査に利用 

記録項目 

1 氏名、2性別、3生年月日、4住所、5国籍、6事件発生原因 

記録範囲 
本町で戸籍届書を受理した、氷川町に本籍を有する者、ならび

に非本籍人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 熊本県（八代保健所）経由で厚生労働省へ 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）氷川町総務課 

（所在地）〒869-4814 八代郡氷川町島地 642 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２６日 
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個人情報ファイル簿（単票）     【課名・係名】町民課・戸籍環境係、地域振興課・総合窓口係 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録事務ファイル 

行政機関等の名称 氷川町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
町民課、地域振興課 

個人情報ファイルの利用目的 

印鑑の登録及び証明に関する事務を正確かつ迅速に処理し、も

って住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与するこ

と 

記録項目 

1 整理番号、2氏名、3生年月日、4性別、5住所、6印影 

記録範囲 町内に住所を有する者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）氷川町総務課 

（所在地）〒869-4814 八代郡氷川町島地 642 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 
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個人情報ファイル簿（単票）     【課名・係名】町民課・戸籍環境係、地域振興課・総合窓口係 

個人情報ファイルの名称 個人番号カード管理ファイル 

行政機関等の名称 氷川町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
町民課、地域振興課 

個人情報ファイルの利用目的 

行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個

人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団

体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分

野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであ

るかどうかを確認することができるものとして整備された情

報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他

の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を

行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営

の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保

を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行

い、又はこれらの者から便益の提供を受ける町民が、手続の簡

素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性

の向上を得られるようにするため 

記録項目 
1 氏名、2 生年月日、3 性別、4 住所、5 個人番号、6 住民票コ

ード 

記録範囲 町内に住所を有する者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）氷川町総務課 

（所在地）〒869-4814 八代郡氷川町島地 642 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 
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個人情報ファイル簿（単票）    【課名・係名】町民課・戸籍環境係、地域振興課・総合窓口係 

個人情報ファイルの名称 畜犬管理台帳 

行政機関等の名称 氷川町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
町民課、地域振興課 

個人情報ファイルの利用目的 畜犬及び所有者情報を管理するため 

記録項目 

１所有者氏名、２所有者住所、３所有者生年月日、４所有者性

別、５所有者年齢、６電話番号、７鑑札番号、８マイクロチッ

プ番号、９登録年月日、10 犬の名前、11 犬の生年月日、12 犬

の種類、13犬の性別、14 犬の体格、15 犬の毛色、16 犬の所在

地、17 予防注射の実施記録 

記録範囲 犬の所有者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、又は他自治体 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）氷川町総務課 

（所在地）〒869-4814 八代郡氷川町島地 642 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２３日 


